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令和７年度に注意すべき点

 BCP(業務継続計画）未策定減算（令和７年度）

ー全サービス

 「就労選択支援」の実施（令和７年10月より）

ー就労系サービス

 「地域連携推進会議」実施の義務化（令和７年度より）

ー共同生活援助、入所支援
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BCP（業務継続計画）について

令和６年度の報酬改定において、業務継続計画未策定減算の新設が示されま
した。

（減算単位）

・所定単位数の３％を減算

（対象サービス：療養介護、施設入所支援（施設入所支援のほか、障害者支援
施設が行う各サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所
施設）

・所定単位数の１％を減算

（対象サービス：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者
等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練（宿泊型自立訓練
を除く。）、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、計
画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、
放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（障害者
支援施設が行う各サービスを除く）
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4厚労省「令和６年度報酬改定の主な改定内容」より



BCP-ガイドライン、ひな形、研修動画

 未策定の場合は

厚労省HPを確認ください

 ガイドライン、ひな形、

研修動画などがアップ

されています

 作成後は対策委員会を

開催し、研修や訓練を

通じて改善をお願い

します
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ー感染症対応ー ー災害対応ー



新たなサービス：就労選択支援

令和７年10月１日から、新たなサービスとして「就労選択支援」が創設され
ます。

（対象者）

〇就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行

支援又は就労継続支援を利用している者

〇就労継続支援B型の利用申請前に、原則として就労選択支援を利用する。

〇新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における

標準利用期間を超えて利用する意向のある者は、支援体制の整備状況を踏ま

えつつ、令和９年４月以降、原則として就労選択支援を利用する。
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7厚労省「令和６年度報酬改定の主な改定内容」より



8厚労省「令和６年度報酬改定の主な改定内容」より



新たなサービス：就労選択支援

令和７年３月31日に「就労選択支援」実施に
ついての通知がでているほか、実施マニュアル
も公開されています。

（参考）

〇就労選択支援について（厚労省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56733.

html
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地域連携推進会議について

令和７年度から、共同生活援助

（グループホーム）及び施設入所支援に

おいて「外部の目を定期的に入れ、事業

運営の透明性を高める等のため」

地域連携推進会議（介護分野の運営推進

会議に準拠）が義務づけられた。

（参考）

〇地域連携推進会議の手引き

https://www.mhlw.go.jp/stf/

newpage_41992.html
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地域連携推進会議について

（参考）

〇令和６年度報酬改定に係るQ&A

Vol.1より抜粋
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12厚労省「令和６年度報酬改定の主な改定内容」より

地域連携推進会議について



引き続きの注意事項

 指定事業者の更新

 サービス管理責任者/児童発達支援管理責任者の資格更新

 障害福祉サービス等情報公表制度（WAM NET)ー毎年７月末までに報告

 障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱い

 障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱い

 業務管理体制の届出
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指定事業者の更新手続について

事業所の指定は、６年ごとに更新しなければ効力を失います。

更新手続きを行わなかった事業所については、有効期間満了日をもって指定の効力を失い、
介護給付費等の報酬を受けられなくなりますので注意してください。

●指定有効期間の確認方法

新規指定又は更新時に送付した「指定通知書」「指定更新通知書」若しくは

県ホームページに掲載している指定事業者一覧で確認してください。

●指定更新の手続

指定更新の申請書類を提出してください。提出書類を県で審査し、指定要件を

満たすことが確認できた事業者には、指定更新通知書を交付します。

提出期限：指定有効期間満了日の前月15日必着

例）有効期間満了日が3月31日の場合

⇒2月15日が更新申請書類の提出期限

※提出期限が土日等閉庁日の場合は、直前の開庁日が

提出期限となります。
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サービス管理責任者等として従事するための要件

● サービス管理責任者等として配置されるためには、２つの要件を満たす必要。
障害者総合支援法【サービス管理責任者】 （平成31年度告示第109号）

児童福祉法【児童発達支援管理責任者】 （平成31年度告示第110号）

【１】実務経験要件（配置に関する）

・条件により年限が異なる。 （次スライド: 詳細は告示を参照。）

①法、② 保有する資格及び③従事経験の業務内容による。

【２】研修修了要件

1) 取得: 基礎研修、実践研修を修了

2) 維持: 実践研修修了の翌年度から５年の間に１度更新研修を修了

❖研修受講においても実務経験要件あり。

❖ 研修の受講に関する実務経験要件

1) 基礎研修: サービス管理責任者等としての実務経験要件を満たす２年前から受講可。

2) 実践研修: 基礎研修修了後２年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験があること。

3) 更新研修: ①過去５年間に２年以上のサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・管理者・

相談支援専門員の実務経験があること。

又は②現にこれらの業務に従事していること。
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業務の範囲 業 務 内 容

実務経験年数
特区※３

（大阪・埼玉）

国家
資格
者※１

有資
格者
※２

左記以
外の者

国家
資格
者※１

有資
格者
※２

左記
以外
の者

障
害
者
の
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
就
労
、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
支
援
業
務

(一) 相談支援の業務

日常生活の自立に関する相談
に応じ、助言、指導その他の
支援を行う業務、その他これ
に準ずる業務

〔告示一イ(1)(一)〕

ａ 指定[特定/障害児/一般]相談支援事業、地域生活支援事業の相談支援事業に従事する者

３年
以上

５年以
上

３年
以上

３年以
上

ｂ 更生相談所(身体・知的)、福祉事務所、発達障害者支援センターにおいて相談支援の業務に従事す
る者 ※旧精神保健福祉法の精神障害者社会復帰施設を含む。

ｃ 障害者支援施設、障害児入所施設、地域包括支援センター、老人福祉施設、介護老人保健施設、介
護医療院、精神保健福祉センター、救護施設、更正施設において相談支援の業務に従事する者

ｄ 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおいて相談支援の業務に従事する者

ｅ 特別支援学校において相談支援の業務に従事する者

ｆ 医療機関(病院・診療所)において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1) 社会福祉主事任用資格を有する者（介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等）
(2) 施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進
路相談・教育相談の業務に従事した期間が１年以上である者

(3) 訪問介護員(ホームヘルパー)２級以上(現; 介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

(三) 直接支援の業務

入浴、排せつ、食事その他の
介護を行い、並びに介護に関
する指導を行う業務、その他
職業訓練、職業教育に係る業
務、動作の指導・知識技能の
付与・生活訓練・訓練等に係
る指導業務

〔告示一イ(1)(二)〕

ａ 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設及び医療機関等において介護
業務に従事する者

５年
以上

８年以
上

３年
以上

３年
以上

ｂ 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業に従事する者

ｃ 病院・診療所、薬局、訪問看護事業所等の従業者

ｄ 障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者

ｅ 特別支援学校等の従業者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

※１ 国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッ
サージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む。）、精神保健福祉士、公認心理師のことを言う。

※２ 上記(三)の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者（資格取得以前も年数に含めて可）
（１）社会福祉主事任用資格を有する者（介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等）、
（２）保育士、
（３）児童指導員任用資格者、
（４）訪問介護員（ホームヘルパー）２級以上（現：介護職員初任者研修）に相当する研修を修了した者

※３ 令和元年度廃止(一定の経過措置を設けている)。

サービス管理責任者として従事するための実務経験要件
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業務の範囲 業 務 内 容

実務経験年数
（下記に加え、老人福祉施
設・医療機関等以外での実

務経験が３年以上）

国家資
格保有
者※１

有資
格者
※３

それ
以外
の者

障害者（身
体上若しく
は精神上の
障害がある
こと又は環
境上の理由
により日常
生活を営む
のに支障が
ある者）又
は障害児
（児童福祉
法第4条第1
項に規定す
る児童）の
保健、医療、
福祉、就労、
教育の分野
における支
援業務

イ 相談支援の業務

自立に関する相談に応じ、
助言、指導その他の支援を
行う業務、その他これに準
ずる業務

〔告示一イ(1)(一)〕

(1) 指定[特定/障害児/一般]相談支援事業、地域生活支援事業の相談支援事業に従事する者

３年
以上

５年
以上

(2) 児童相談所、児童家庭支援センター、更生相談所(身体・知的)、福祉事務所、発達障害者支援センターにおいて相
談支援の業務に従事する者 ※旧精神保健福祉法の精神障害者社会復帰施設を含む。

(3) 障害者支援施設、児童入所施設(障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)、
地域包括支援センター、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、精神保健福祉センター、救護施設、更正施
設において相談支援の業務に従事する者

(4) 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおいて相談支援の業務に従事する者

(5) 学校において相談支援の業務に従事する者

(6) 医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
1) 社会福祉主事任用資格を有する者（介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等）
2) 施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・教育相談の業務
に従事した期間が１年以上である者

 3) 訪問介護員（ホームヘルパー）２級以上（現：介護職員初任者研修）に相当する研修を修了した者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

ロ 直接支援業務

入浴、排せつ、食事その他
の介護を行い、並びに介護
に関する指導を行う業務、
その他職業訓練、職業教育
に係る業務、動作の指導・
知識技能の付与・生活訓
練・訓練等に係る指導務

〔告示一イ(1)(二)〕

(1) 障害者支援施設、児童入所施設(障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)、
老人福祉施設、介護老人保健施設及び医療機関等において介護業務に従事する者

５年
以上

８年
以上

(2) 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、保育所、認定こども園、老人居宅介護等事業等に従事する者

(3) 病院・診療所、薬局、訪問看護事業所等の従業者

(4) 障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者

(5) 学校等の従業者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

※１ 上記イの相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等※２による業務に５年以上従事している者（国家資格の期間と相談・介護業務の期間が同時期でも可）
※２ 国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚

士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む。）、精神保健福祉士、公認心理師のことを言う。
※３ 上記ロの直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者（資格取得以前も年数に含めて可）

1) 社会福祉主事任用資格を有する者（介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等）
2) 保育士
3) 児童指導員任用資格者
4) 訪問介護員（ホームヘルパー）２級以上（現：介護職員初任者研修）に相当する研修を修了した者

児童発達支援管理責任者として従事するための実務経験要件
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障害福祉サービス等情報公表制度について
（ＷＡＭ ＮＥＴ）
１ 趣旨・目的

○ 障害福祉サービス等を提供する事業所数が増加する中、利用者が個々のニー

ズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者が持続可能で

質の高いサービスを提供するために、サービスの質の確保・向上を図っていくこと

は重要であると考えられています。

○ 障害者総合支援法及び児童福祉法においては、平成３０年４月から「情報公表

制度」が創設されました。

・事業者に対して障害福祉サービスの内容等を県知事へ報告することを求める

・県知事が報告された内容を公表する

○ 年１回、報告された内容について更新を行うこととされていますが、未報告の事

業所が多数存在しています。

２ 報告方法及び期限

○ 毎年度、全ての事業所が報告をしていただくこととなります。

○ 独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システ

ム」への入力を通じて県へ報告してください。（期限は７月３１日まで）
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障害者虐待防止の更なる推進

19
（令和３年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 令和３年２月４日）



身体拘束等の適正化の推進

20（令和３年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 令和３年２月４日）



障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱い
について

●会計検査院からの指摘

障害児通所給付費の算定に当たり、児童発達支援管理責任者が配置されてい

ない期間にもかかわらず、児童指導員等加配として所定の単位数が加算されて

いる事例が見られる。

●厚生労働省の見解

・児童発達支援、放課後等デイサービスの児童指導員等加配加算については、指

定基準上、必要な従業者の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその

他の従業員を配置している場合、児童指導員等加配加算を算定できる。

・上記の「必要な従業者の員数」は、指定基準に定める全ての職種を指すもので、

児童発達支援管理責任者も含まれる。

・よって児童指導員等が指定基準で置くこととしている員数＋１名の配置がされて

いても、児童発達支援管理責任者に欠如が生じている場合は、本加算を算定す

ることはできない。 （暦月で一ヶ月を超えるような休暇となる場合も含む）
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障害児通所支援における定員超過利用減算の
取扱いについて
●会計検査院からの指摘

・児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算が適切に

算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されていた。

・直近の過去３月間の定員超過利用の程度が一定の範囲を超えていたにも拘わら

ず、障害児通所給付費の算定に当たり定員超過利用減算（１００分の７０を乗ず

る）を適用せず算定されていた。

●厚生労働省の見解

・児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスの指定基準につい

ては、原則として利用定員を超えて児童発達支援等の提供を行ってはならない。

・利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する

必要がある。

●今後の対応

毎月の報酬請求に当たり、定員を超過して利用者を受け入れている事業所にお

いて、定員超過利用減算の算定の要否を「障害児通所支援事業所における定員

超過利用減算対象確認シート」を用いて確認してください。
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業務管理体制の届出

指定障害福祉サービス事業者等に対して、不正事案の発生防止の観点から、事業運営の適正
化を図ることを目的に法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。（2012年4
月～）

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所などの数に応じ定められてお
り、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされ
ています。

各サービスの新規指定時に、所定の書類を提出して下さい。

（届出の内容、提出先は条件により異なりますので申請時にご確認下さい。）

●届出対象

・障害福祉サービス事業、障害者支援施設（障害者総合支援法第51条の2）

・一般相談支援事業、計画相談支援事業（障害総合支援法第51条の31）

・障害児通所支援事業（児童福祉法第21条の5の26）

・障害児入所施設（児童福祉法第24条の19の2）

・障害児相談支援事業（児童福祉法第24条の38）

●提出期限

指定を受けた日から14日以内
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